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令和 7年 12 月 19 日 

安 曇 野 市 議 会 



提出順

(宛先)安曇野市議会議長増田望三郎

安曇野市議会議員

通討論発
^

軍,

下記のとおり、通告します。

発言順 /
7年/2月店ヨA手11

午前,・1'

議会名

議案番号等

議案名等

仟時A占分受領

贊成・反対の別

令和

討論内容(具体的に記載してください)

・10%以上の引き上げ改訂の引き上げ幅の妥当性に欠けている。

・全額公費による賃上げ支援を求めているが、将来世代の負担増や社会保障制度の持続可能

性を損なう。

口議案口議員提出口請願 Z陳情口その他

7

診療報酬・介護報酬及び障害福祉サービス等報酬10%以上の引き上げを

求める陳情書

年安曇野市議会

令和 7年/ユ.月くt 口

辻

( 1枚中NO./)

告書

谷

12

口賛成

月定例会(第

洋一

.

回臨時会)

第

仍反対

8 号



提出順 d

(宛先)安曇野市議会議長増田望三郎

安曇野市議会議員

討論発言通
^

^

下記のとオ3り、通告します。

発言順 1
令和?年/ユ月タロ

議会名

甫・午後

議案番号等

議案名等

.

9時49分受領

賛成・反対の別

令和 7年安曇野市議会 12月定例会(第

討論内容(具体的に記載してください)

地元住民の貴立んが丕安に思ねね又、.).る.妥.とが南.盈祭と.は、理解L圭すが.陳情の説明!桑む見

え.1驫な鳥なか?.たため.、.具体的!桑との様な県,と.を丕宏に感じ.文N.).る.のかがねかう.なレ.)或ま:酉.し

た.。

その.よ.う盆虫烝陳情項貝蟻あゑ3点蝶2.い.ヱ'.、、どれ主!「行政と.いく.智.指導を行つ.県.と」.と南リま

すが、.行政と.レ.文'.は、1貫導す盃根拠がない三.と.窪請さ.ねた三と.に之いIK.、法.嘱の?.と.?.ミ煮ちん

と対臓す盈黒と.しか.鷲煮な父,と.い.う.三,と.です,

担当課で1宣.、.事業者{星対L文,.説明会.に_入盈前腫.、..〔1寧な説朋塵レヱ.い.た1ξ.《'つ.にむ願いし

又.い.蚕.1と伺N.)憲.した、.

以との'つな観点か.ら,_[豊科地区ホそル建設蟻関す.る士分な説明と住民意見の反映を求める

陳憤書」1.ξ.は反対鷲1す.。,

口議案口議員提出口請願亜陳情口その他第 9 号

豊科地区ホテル建設計画に関する

十分な説明と住民意見の反映を求める陳情書

令和

( 1

7年

中村

枚中M I)

12月17日

告書

今朝子

口賛成 ■反対

回臨時会)



捉出順
゛ー

(宛先)安蛍野市議会議長増田望三郎

安曇野市議会議員

通
-1-

討論発 ^

下記のとおり、通告しま司、。

発冨順
^7 n令和?年/J一月

議会名

.市・午後

議案番号等

議案名等

9時4 分受領

賛成・反対の別

令和 7年安曇野市議会

討論内容(具体的に記載してください)

.声消壁税は社会保障制度笠空抽統N能,とす.る.た.地の宏定的な財源確保.の.太窒.な根幹_叉め_り.,_

そ.れ,を崩,ニ.三.と.は.疑間二壁あ_る,

_空消壁税減税は生,活困鯛者K村_し工の真.の負電法築工蛙な.V.X

歩地方議会.と_L_文.は,_他になtdき,力法だあ.り、この意見書提出は好ま_し.くない。_

■陳情口その他第 10口議案口議員提出口請願

の提出を求める陳情署「消費税減税を求める意見書」

令和 7年12月17

大竹

(》枚中NO.1

告書

12

口賛成

月定例会(第

日

イ

正

回臨時会)

図反対

号

次
捻

、



提出順 ξ

(宛先)安曇野市議会議長増田望三郎

安曇野市議会議員

通討・論発
^

下記のと羚り、通告します。

発言順
U

令和 7年/■阿オ

議会名

"1・午後

議案番号等

議案名等

贅成・反対の別

時ナ8 分受領

令和

図1東情口議案口議員提出口請願 口その他

日

消費税と社会保障が不可分であるかのような説明が、市民に過度な不安を与えているが、年

金・医療・介護など社会保障の主要財源は社会保険料であり、消費税はその一部に充てられ

ているにすぎない。

消費税が社会保障目的税であるとの認識は、2012年の税法改正時に付加された説明による

ものであり、制度の本質ではない。

7年安曇野市議会

令和

( 12、枚中N。. 1 )

増井

「消贄税減税を求める意見書」の提出を求める陳情書

7年12月

告書

12月定例会(第

また、法人税減税と消費税増税を組み合わせてきた税制は、家計や中小事業者に過度な負担

を強いる一方、大企業や輸出企業に有利な構造を生んでいる。消費税は赤字企業にも課さ

れ、賃上げや設備投資を抑制する要因となっている。

血賛成

裕

1 7日

壽

消費税減税は、家計の負担軽減と消費回復を通じて地域経済を活性化させ、結果とじて雇用

や税収の安定にもつながる。社会保障を損なうものではなく、その基盤となる経済を立て直

す政策である。

回臨時会)

第/0号

口反対

以上の理由から、本陳情に賛成する。



提出順 ξ

(宛先)安曇野市議会議長増田望三郎

安曇野市議会議員

討論発言通

下記のとおり、通告します。

発言順 ζ モ砂・午後

7 午,.河中U令〒R

議会名

議案番号等

議案名等

賛成・反対の別

時夕8分受領

令和 7年安曇野市議会

Ni東情 口その他口議案白議員提出口請願

穂高地区の景観は、低層のまち並みと北アルプスの眺望、田園風景が調和した安雄野市の重

要な資産であり、建物の高さや外観についでは専門的な審議が不可欠である。

実際に景観審議会からも、住民への再周知や丁寧な説明、理解を求める意見が付されてお

り、改めての検討が必要である。

令和

( 2、枚中NO.之.、)

7年12月17日

増井

穂高地区における高層ホテル建設計画に関する陳情書

告書

また、地下水については、秋季のみのボーリング調査では安曇野の地下水特性を十分に把握

できず、地下水位が最も高くなる春・夏の最大水位を含めた調査が不可欠である。

12月定例会(第

一賛成

裕

本陳情の内容は饗西ミ可決された安曇野市の適正な士地利用に関する条例改正が示す「住民

への丁寧な説明」と「専門的審議の重視」という理念と合致しており、条例を実効性あるも

のとするためにも妥当である。

壽

回臨時会)

.

第、L号

以上の理由から、本陳情に贊成する。

口反対

豊



提出順
1

(宛先)安曇野市議会議長増田望三郎

安曇野市議会議員

通
^

討論発 電コ

発言順 6

下記のとおり、通告します。

議会名

11 1

議案番号等

午1髪

議案名等

賛成・反対の別

時タフ分受領

令和 7年安獄野市議会

討論内容(具体的に記載してください)

声法分..!'条1列讐.が遵窒され.工共.匁、_手続き上'.の.照癒.、見当太.ら,なy.>為

口議案口議員提出口請願断東情 口その他

穂高地ぜ高・ホテル建惑●関する陳1藷

令和7

(ユー枚中RO'才、)

年12刃 17日

大

しつ

"...圭
宅コ^

竹

12月定例会(第

口賛成

夢正

回臨時会)

第

回反対

12 号

1.1゛'

日7f月二イ7

、
一
:
 
J
:
」
ー



提出順
g

(宛先)安曇野市議会議長増田望三郎

安曇野市議会議員

通
^

討論発

下記のとおり、通告します。

発言順
令和ク年,.月,7B

議会名

前午後

議案番号等

議案名等

贅成・反対の別

時拓分受領

令和 7年安曇野市議会

討論内容(具体的に記載してください)

口議案口議員提出口請願図陳佶口その他

穂高地区における高層ホテル建設計画に関する陳情書

本陳情は特定案件に対し追加説明・追加調査・再審議を促す内容で、行政の中立性・公平性およ
び制度運用の予見可能性を損ねる先例となり得るため、採択には反対する。

令和 7年12月

( 1 枚中發α

矢澤

告書

12

1

月定例会(第

口賛成

毅彦

1 7日

回臨時会)

.

第Q

Z反対

号


